
防災訓練実施結果報告書 

 

原管発官Ｒ３第９３号 

２０２１年 ７月 １日 

原子力規制委員会 殿 

                       報告者 

                       住所 東京都千代田区内幸町１丁目１番３号 

                  氏名 東京電力ホールディングス株式会社 

代表執行役社長   小早川  智明 

（法人にあってはその名称及び代表者の氏名）                

 

 防災訓練の実施の結果について，原子力災害対策特別措置法第１３条の２第１項の規定に基づき報告し

ます。 

原子力事業所の名称及

び場所 

柏崎刈羽原子力発電所 

新潟県柏崎市青山町１６番地４６ 

防災訓練実施年月日 ・２０２１年３月１２日 

・２０１９年１１月２日～ 

２０２１年３月１２日 

・２０２１年６月１１日 

防災訓練のために想定

した原子力災害の概要 

大規模地震を起因とし，残留熱除去機能の

喪失，原子炉冷却材漏えい発生及び原子炉

注水機能の喪失により，原子力災害対策特

別措置法第１５条該当事象に至った後に炉

心損傷し，原子炉格納容器ベントが必要と

なる原子力災害を想定する。 

別紙２のとおり 

防災訓練の項目 防災訓練（緊急時演習） 要素訓練 

防災訓練の内容 

(1)柏崎刈羽原子力発電所 

① 本部運営訓練 

② 通報訓練 

③ 原子力災害医療訓練 

④ モニタリング訓練 

⑤ 避難誘導訓練 

⑥ アクシデントマネジメント訓練 

⑦ 電源機能等喪失時訓練 

⑧ その他－1 遠隔操作資機材（ロボッ

ト・ドローン）操作訓練 

⑨ その他－2 防災センター訓練 

⑩ その他－3 原子力防災に関する協力

協定に基づく情報提供 
(2)本社 

① 本部運営訓練 

② 原子力規制庁緊急時対応センタープ

ラント班との連携訓練 

③ プレス対応訓練 

④ 後方支援活動訓練 

(1)柏崎刈羽原子力発電所 

① モニタリング訓練 

② アクシデントマネジメント訓練 

③ 電源機能等喪失時訓練 

 

(2)本社 

① 本部運営訓練 

② 原子力規制庁緊急時対応センタープラ

ント班との連携訓練 

 

防災訓練の結果の概要 別紙１のとおり 別紙２のとおり 

今後の原子力災害対策

に向けた改善点 
別紙１のとおり 別紙２のとおり 

備考  用紙の大きさは，日本産業規格 A4 とする。 
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別紙1 
防災訓練の結果の概要【防災訓練（緊急時演習）】 

 
1. 本訓練の目的，達成目標，検証項目 

原子力事業者防災業務計画（以下，「防災業務計画」という。）及び原子炉施設保安

規定 112 条に基づき緊急事態に対処するための総合的な訓練を実施する。 
（1）訓練目的 

シビアアクシデントを想定し原子力災害発生時に原子力防災組織があらかじめ定めら

れた機能を有効に発揮できることの確認及び災害対応能力の向上を目的とする。 
（2）達成目標 

上記訓練目的の達成可否を確認するため，達成目標を以下の通り設定する。 
a. 中長期計画上，緊急時演習の位置づけとして選定した実施項目に基づく訓練を行

い，原子力防災組織が有効に機能すること。 
b. 2019 年度緊急時演習で抽出された課題に対する対策が有効に機能しているこ

と。 
c. 新型コロナウイルス感染防止対策中に原子力災害が発生した場合においても原子

力防災組織が有効に機能すること。 
（3）検証項目 

① 柏崎刈羽原子力発電所 

a. 中長期計画（2017 年～2019 年）にもとづき実施した訓練から得られた課題に対

する対策について，継続的に実効的なものとなっているか確認するため，訓練項

目毎に設定した検証内容及び昨年度緊急時演習で抽出された課題に対する検証内

容で示す対応ができることを確認する。なお，対応する要員は， 2018 年度，

2019 年度の緊急時演習を経験していない班長以上の要員から選出する。 
b. 2019 年度柏崎刈羽原子力発電所緊急時演習で抽出された課題に対する対策が有

効に機能していること。（詳細は，「7．2019 年度緊急時演習で抽出された課題

に対する対策の有効性確認」参照） 
c. 今年度，新たに原子力防災で考慮するリスクと定めた新型コロナウイルス感染拡

大防止対策として，柏崎刈羽原子力発電所 5 号機緊急時対策所（以下，「K5 緊

対所」という。）に入室する見学者を制限するとともに，フェイスシールド（ヘ

ルメット型フェイスシールド含む）を装着した状態で訓練を実施し，「6．各訓

練項目の結果及び評価」に問題がないことを確認する。 
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② 本社 

a. 本社本部に社外からの厳しい要請があった場合に，関係者は本社本部内で情報を

共有でき，発電所の復旧活動を阻害しない判断，対応が実施できることを確認す

る。 
b. 2019 年度柏崎刈羽原子力発電所緊急時演習で抽出された課題に対する対策が有

効に機能していること。（詳細は，「7．2019 年度緊急時演習で抽出された課題

に対する対策の有効性確認」参照） 
c. 新型コロナウイルス感染防止対策として，各班は昨年度より要員を削減するとと

もに，本社非常災害対策室以外（別室及び自席）で要員が活動する状況下におい

て，あらかじめ定めた各班の対応が支障なく実施できること。 
 

2. 防災訓練の全体概要 
(1) 実施日時 

2021年 3月12日（金）9時30分～15時30分 
（休憩：12時00分～14時00分（移動含む），反省会：15時30分～15時40分） 
 

(2) 対象施設 
① 柏崎刈羽原子力発電所 
② 本社本部 
③ 新潟本部 
④ 新潟県柏崎刈羽原子力防災センター（以下，「防災センター」という。） 

 
(3) 参加人数 

・柏崎刈羽原子力発電所  ：141名（左記の他に避難訓練参加者597名） 
・本社本部        ：160名 
・新潟本部        ：  6名 
・防災センター      ： 14名 

 
(4) 視察 

新型コロナウィルス感染防止対策のため，及び訓練当日は緊急事態宣言下であった

ことから，本社及び発電所への視察受け入れは行わず，訓練映像を下記事業者へ送付

した。 
送付先：北海道電力(株)，東北電力(株)，北陸電力(株)，中部電力(株)，関西電力(株)，

中国電力(株)，九州電力(株)，日本原子力発電(株)，電源開発(株) 
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(5) 防災訓練のために設定した前提条件 
① シナリオは全訓練プレーヤーに対し非提示型とする。 
（ブラインド訓練：コントローラによる情報付与あり） 

② 新型コロナウイルス感染防止対策中における平日の通常勤務時間帯に原子力災害

が発生し，原子力災害対策特別措置法（以下，「原災法」という。）第10条該当事

象及び第15条該当事象へと進展する。 
③ 4班化宿直体制に伴い，分散配置された宿直班の原子力防災要員は，「第一陣：5号

機サービス建屋執務室」，「第二陣：大湊側高台保管場所執務室」，「第三陣：事

務本館」にて勤務中とする。原子力災害対策指針で定める警戒事態該当事象発生後，

K5緊対所へ参集する。 
④ 安全パラメータ表示システム（以下，「SPDS」という。）については，発電所及

び本社との情報共有としてSPDS 訓練モードを使用し，本社及びERCとの情報共

有として緊急時対策支援システム（以下，「ERSS」という。）訓練モードを使用

する。（SPDS は運転号機のみ） 
⑤  1~6号機については停止中（旧基準適用プラント想定）。7号機については運転中

（新規制基準適用プラント想定）とする。 
⑥  発電所訓練参加者は，K5緊対所への移動を含めた休憩時間を確保する必要がある

ことから，発電所における午前中の訓練時間は12時を以て中断とし，12時を超えて

の訓練は継続しない。 
 

(6) 防災訓練のために想定した原子力災害の概要 
定格熱出力運転中の柏崎刈羽原子力発電所7号機において，自然災害（地震）を起因と

した残留熱除去機能の喪失，原子炉冷却材漏えい発生及び原子炉注水機能の喪失により，

原災法第10条該当事象及び第15条該当事象に至った後に炉心損傷し，原子炉格納容器

（以下，「PCV」という。）ベントが必要となる原子力災害を想定する。また，定期事

業者検査中の柏崎刈羽原子力発電所6号機において，自然災害（地震）を起因とした使用

済燃料プール（以下，「SFP」という。）の冷却機能喪失により，原災法第10条該当事

象及び第15条該当事象に至る原子力災害を想定する。詳細は次頁及び次々頁のとおり。 
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主な発生事象と発生時刻 
時刻※1 6号機 7号機 1～5号機 
3/12 9:30 地震発生(柏崎市 震度6強) 【警戒事態該当事象】 

･外部電源喪失 
･D/G (A)(B)(C)起動失敗 
･6号機SFP水位低下発生 

･原子炉自動停止 
･外部電源喪失 
･D/G (B)(C)起動失敗 

 

3/12 10:00  ・残留熱除去系（以下，「RHR」とい

う。）ポンプ全台喪失【原災法第10条該

当事象】※2 

 

3/12 10:24 ･SFP水位（有効燃料頂部（以下，

「TAF」という。）+2m） 
  

3/12 10:30 地震発生(柏崎市 震度6強) 

 ･原子炉冷却材漏えい発生 
･原子炉隔離時冷却系（以下，「RCIC」

という。）隔離, 高圧代替注水系起動不

可（原子炉注水機能の喪失）【原災法第

15条該当事象】※2 

･1号機 SFPプールゲート外れ 
･D/G起動（詳細は以下のとおり） 
 1号機：D/G (B)(H)のみ起動成功 
 2号機：D/G (B)のみ起動成功 
 3号機：D/G (A)(B)のみ起動成功 
 4,5号機：D/G (A)(B)(H)起動成功 

3/12 10:42  ･原子炉水位不明  

3/12 11:05 ･モニタリングポスト（以下，「MP」という。）No.1，No.2指示値5μSv/h到達 

3/12 11:15   ･1号機 SFP水位（TAF+4m） 
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時刻※1 6号機 7号機 1～5号機 
3/12 11:18 ･SFP水位（TAF到達）   

3/12 11:20   ･1号機 RHR(B)にてSFP補給開始 

3/12 11:39  ･炉心損傷  
3/12 11:42 ･SFP水位破断口到達サイホンブレーク   
3/12 12:00 訓練中断（23時間30分のシナリオスキップ） 
3/12 13:32 
(スキップ) 

  ･1号機 SFP通常水位 

3/12 16:40 
(スキップ) 

･SFPスキマー補給開始   

3/12 23:15 
(スキップ) 

･SFP通常水位   

3/13 7:15 
(スキップ) 

 ･代替熱交接続開始（アクセスルート復

旧） 
 

3/13 13:30 
（3/12 14:00） 

訓練再開（午後の部開始） 

3/13 13:45 
（3/12 14:15）  ･代替循環冷却不能  

3/13 14:20 
（3/12 14:50） 

 ･PCVスプレイ停止  

3/13 14:23 
（3/12 14:53） 

 ･PCVベント実施   

3/13 14:50 
（3/12 15:20） 

訓練終了 

※1 スキップ後において，上段は訓練上の時刻を記載。下段(  )内は実時刻を記載。 
※2 最初に発生した原災法第10条該当事象，第15条該当事象のみ記載。 
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3. 防災訓練の体制 
(1) 訓練実施体制 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 訓練評価体制と訓練評価者数 

① 訓練評価体制 
発電所及び本社に複数の社内評価者を配置し，評価シートを用いて評価を実施した。 
また，本社においては社内評価者に加え，外部評価者による評価を実施した。 

② 訓練評価者数 
・柏崎刈羽原子力発電所    ：12名 
・本社            ：24名(社内評価者：21，社外評価者：3) 
・新潟本部          ：1名 
・防災センター        ：1名 

 
4. 防災訓練の項目 

防災訓練（緊急時演習） 
 
5. 防災訓練の内容 
【柏崎刈羽原子力発電所】 

(1) 本部運営訓練 
(2) 通報訓練 

情報共有・問合せ対応 

社外関係機関 
（新潟県･柏崎市･刈羽村※） 

新潟県柏崎刈羽原子力 

防災センター 

通報連絡 

通報連絡・情報共有 

通報連絡 

原子力規制庁 

緊急時対応センター 

（ERC） 
本社本部 

通報連絡 

新潟本部 

通報連絡 
問合せ対応 

テレビ会議，IP 電話による情報提供，問合せ 

後方支援拠点（模擬） 美浜原子力緊急事態 
支援センター 

支援要請・資機材受領 

情報共有 
問合せ対応 

要員の派遣 

情報の流れ 

情報共有 

※周辺自治体は自主訓練とする。 

柏崎刈羽 

原子力発電所 

緊急時対策本部 
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(3) 原子力災害医療訓練 
(4) モニタリング訓練 
(5) 避難誘導訓練 
(6) アクシデントマネジメント訓練 
(7) 電源機能等喪失時訓練 
(8) その他－1 遠隔操作資機材（ロボット・ドローン）操作訓練 
(9) その他－2 防災センター訓練 
(10) その他－3 原子力防災に関する協力協定に基づく情報提供 
 

【本社】 
(1) 本部運営訓練 
(2) ERCプラント班との連携訓練 
(3) プレス対応訓練 
(4) 後方支援活動訓練 

 
6. 各訓練項目の結果及び評価 
【柏崎刈羽原子力発電所】 
(1) 本部運営訓練：本部長，計画・情報統括，号機統括，総務班 

K5緊対所に初動要員全員が参集し，情報収集，情報共有，態勢発令，通報連絡，

目標設定など，本部の運営ができることを以下の検証結果と評価により確認した。 
  

［検証結果と評価］ 

a.  総務班員は，原子力警戒態勢，第一次緊急時態勢，第二次緊急時態勢発令後，総務

統括の指示により所内放送を行い，要員の非常召集を実施した。 

＜評価＞ 

総務班は，要員の非常召集に係る所内放送において，「総務班運用ガイド」に則り，

発令時刻及び発令内容に誤り無く速やかに行うことができたため，対応に問題はな

かったと評価する。 

b.  本部長は，複数号機で同時発災する場面でも，プラント状況を把握し，EAL 判断

を行うとともに，適宜，原子力警戒態勢，第一次緊急時態勢，第二次緊急時態勢の

発令を行った。 

＜評価＞ 

本部長は，「緊急時対策本部運営要領」に則り，EAL 判断ならびに緊急時態勢の

発令を速やかに行うことができたため，対応に問題はなかったと評価する。 
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c.  柏崎刈羽原子力発電所緊急時対策本部（以下，「発電所本部」という。）は，プラン

ト状況及び復旧状況について，発話，チャットシステム，COP 及びホットライン

により，本社本部と情報共有を行った。 

＜評価＞ 

発電所本部は，情報フローに則り，発電所本部及び本社本部間での速やかな情報共

有ができたため，情報連携対応に問題はなかったと評価する。一方で，発電所の体

制が確立する前においては，設備状況や戦術などの情報が本社に十分に共有されな

いなど課題が残った。（詳細は，9. ① d.参照） 

d.  1~5 号機統括，6 号機統括及び 7 号機統括（以下，「各号機統括」という。）は，

第二陣及び第三陣が到着時，及び状況が変化した際にブリーフィングを実施した。 

＜評価＞ 

各号機統括は，「号機統括ガイド」に則り，プラント状況ならびに EAL 該当事象

について適宜報告できたため，各号機統括の対応に問題はなかったと評価する。 

e.  計画・情報統括は，第二陣参集時に目標設定会議の開催時間を明示し，目標設定会

議 COP への入力を指示し，地震発生から 44 分後に目標設定会議を開催した。会

議の結果，本部長は，第一優先として「7 号機炉心損傷なし」，第二優先として「6

号機 SFP 水位緊急確保及び水位の継続監視・止水の検討」を目標設定会議決定事

項として全防災要員へ指示した。 

＜評価＞ 

計画・情報統括は，「計画・情報統括ガイド」に則り，目標設定会議を目標開催

時間（事象発生 45 分以内）よりも早く開催し，会議においては，本部長に復旧戦

術を立案できたため，対応に問題はなかったと評価する。本部長は，目標設定会議

の結果を踏まえ，優先となるプラントの順位付けを行い，各戦略について，全防災

要員に対し指示できたため，対応に問題はなかったと評価する。 
 

(2) 通報訓練：通報班 
関係機関（原子力規制庁，本社本部等）に対して，目標時間内に正確な通報がで

きることを以下の検証結果と評価により確認したが，原災法第25条報告（以下，

「25条報告」という。）の記載内容について，改善すべき事項を確認した。 

 

［検証結果と評価］ 

a.  通報班は，7 号機で原子炉冷却材漏えいが発生し，原子炉無注水となった際に，原
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災法第 15 条該当事象，第 10 条該当事象，警戒事態該当事象が多数発生したが，優

先順位をつけて通報連絡した。 

＜評価＞ 

通報班は，「通報班運用ガイド」に則り，原災法第 15 条該当事象，第 10 条該当

事象，警戒事態該当事象の順に優先順位を付けて通報連絡することができたため，

通報班の対応に問題はなかったと評価する。 

b.  通報班は，全ての原災法第 10 条該当事象及び第 15 条該当事象について，下記実

績の通り通報連絡した。 
 

【原災法第10条該当事象及び第15条該当事象の通報実績】 
号機 通報内容 判断時刻 送信時刻 所要時間 

7 SE23 10:04 10:07 3分 
6 SE31 10:25 10:28 3分 
7 SE21，GE21，SE22，GE22 10:36 10:44 8分 
7 SE42 10:40 10:55 15分 
7 SE41 10:46 10:55 9分 
－ SE01，GE01 11:06 11:11 5分 
6 GE31 11:20 11:22 2分 
7 GE28 11:40 11:45 5分 

 
＜評価＞ 

通報班は，全ての原災法第 10 条該当事象及び第 15 条該当事象について，本部長

の EAL 判断から 15 分以内に誤記なく通報文を作成し，事象が輻輳した場合にお

いても，「通報班運用ガイド」に則り，優先順位を付けて通報連絡することができ

たため，対応に問題はなかったと評価する。 

c.  通報班は，局線加入電話回線 FAX 送信が通信不能となり発電所から通報ができな

くなった際に，規制庁・本社へは IPFAX，各自治体へは衛星 FAX を使用し通報連

絡した。 

＜評価＞ 

通報班は，通信が困難な状況下において，「通報班運用ガイド」に則り，代替通信

設備を選択し，通報連絡ができたため，対応に問題はなかったと評価する。 

d.  通報班は，警戒事態続報を 1 件，25 条報告を 9 件行い，いずれの報告においても，

30 分／件以内に通報した。 
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＜評価＞ 

通報班は，警戒事態続報及び 25 条報告について，複数の EAL 通報が発生する状

況下においても，「通報班運用ガイド」に則り，30 分／件を目途に通報することが

できた。一方で，25 条報告の記載内容（「発生事象と対応の概要」）について，改

善すべき状況が確認された。（詳細は，9. ③ b.参照） 
 

(3) 原子力災害医療訓練：総務班，保安班 
汚染傷病者が発生した場合，対応すべき機能班が連携し，応急処置ならびに汚染

検査，除染及び汚染拡大防止措置を講じた後，医療機関へ搬送するための対応がで

きることを以下の検証結果と評価により確認した。 

 

［検証結果と評価］ 

a.  総務班は，管理区域内において汚染傷病者が発生した際，保安班と連携し速やかに

応急処置室にて，汚染傷病者の応急処置を行った。 

＜評価＞ 

総務班は，「柏崎刈羽原子力発電所 管理区域内傷病者対応マニュアル」に則り，

汚染傷病者の応急処置ができたため，対応に問題はなかったと評価する。 

b.  保安班は，管理区域内において汚染傷病者が発生した際，3／4 号機サービス建屋

にて汚染検査を行うとともに，応急処置室を管理区域へ変更した。 

＜評価＞ 

保安班は，「柏崎刈羽原子力発電所 管理区域内傷病者対応マニュアル」に則り，

汚染検査ならびに管理区域変更の対応が問題なくできたため，対応に問題はなかっ

たと評価する。 

c.  総務班は，汚染傷病者受入れ可能な病院を確認し，汚染傷病者を所定の医療機関へ

搬送（模擬）した。 

＜評価＞ 

総務班は，「総務班運用ガイド」に則り，汚染傷病者を医療機関へ搬送するための

対応ができたため，対応に問題はなかったと評価する。 

d.  総務班は，汚染ならびに傷病の状況を記載した FAX を本社厚生班へ送信し，電話

にて着信確認を行った。 

＜評価＞ 

総務班は，「総務班運用ガイド」に則り，本社厚生班に FAX にて汚染ならびに傷
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病の状況を正確に記載の上送信し，伝達できたため，対応に問題はなかったと評価

する。 
 

(4) モニタリング訓練：保安班 
発電所敷地内外の放射線または空気中の放射能濃度の測定及び放射能の影響を推

定し，本部と共有できること及び測定結果に基づく放射線防護措置ができることを

以下の検証結果と評価により確認した。 
 

［検証結果と評価］ 

a.  保安班は，MP 及び海水モニタの指示値を確認し，適宜本部へ情報共有するととも

に，PCV ベント戦略に備えた対応として，気象観測データによる放射性物質拡散

影響評価を行った。 

＜評価＞ 

保安班は，「保安班個別手順 環境影響評価システムによる評価」に則り，発電

所敷地内の放射線ならびに放射能測定データ，気象観測データを用いて放射性物

質拡散影響評価を行い，放射能影響範囲を推定できたため，対応に問題はなかった

と評価する。 

b.  保安班長は，現場出向する原子力防災要員ならびに保安班員に対し，アラーム付き

個人被ばく線量計の設定値を周知し，全面マスク及びタイベックを携行することを

指示した。 

＜評価＞ 

保安班は，「保安班運用ガイド」に則り，現場出向する原子力防災要員に対し必

要な放射線防護措置の指示ができたため，対応に問題はなかったと評価する。 

c.  保安班は，放射性物質の拡散影響評価結果について，本社本部へ電子データを共有

した。 

＜評価＞ 

保安班は，「COP 類の作成・更新ルール」に則り，放射性物質の拡散影響評価結

果について，本社本部と共有できたため，対応に問題はなかったと評価する。 

d.  保安班長は，MP 指示値が上昇した際に，6 号機で発生した「SFP 水位低下事象」

が線量上昇の原因と捉え，現場出向する原子力防災要員ならびに保安班員に対し，

全面マスク及びタイベックを携行すること，現場出向に際しては保安班員が同行

することを指示した。また，保安班は，6 号機原子炉建屋周りの放射線量を現場に
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てモニタリングし，放射線量測定結果を発電所本部へ報告した。 

＜評価＞ 

保安班は，「保安班運用ガイド」に則り，線量上昇が発生した際に，線量上昇の

原因を把握したうえで，現場出向する原子力防災要員に対し必要な放射線防護措

置の指示ができたため，対応に問題はなかったと評価する。 

 
(5) 避難誘導訓練：総務班 

  事務本館で勤務している職員・協力企業作業員を安全に避難・誘導ができること

を以下の検証結果と評価により確認した。 
 

［検証結果と評価］ 

a.  総務班は，震度 6 強の地震発生に伴い，事務本館で勤務している職員・協力企業作

業員に対して，所内放送により「体育館」へ避難経路に基づいた避難をするよう指

示し，誘導した。 

＜評価＞ 

総務班は，「総務班運用ガイド」に則り，事務本館で勤務している原子力災害対

策活動に従事しない者に対して，最寄りの退避場所に集合するよう，所内放送によ

り周知し，避難・誘導できたため，対応に問題はなかったと評価する。 
 

(6) アクシデントマネジメント訓練：原子力防災管理者含む原子力防災要員 
原子力災害が発生した際の情報共有や指揮命令対応が適切に行えること，及び原

子力災害復旧に関連する現場実動対応ができることを以下の検証結果と評価により

確認した。 
 

［検証結果と評価］ 

a.  発電所本部は，地震発生やプラント事故事象が進展した際に，DB 設備及び SA 設

備の使用可否について確認するとともに，「目標設定会議 COP」を用いて，プラ

ント情報，今後の進展予測から達成すべき目標・優先すべき号機について，戦略を

決定し，周知した。 

＜評価＞ 

発電所本部は，「緊急時対策本部運営要領」に則り，達成すべき目標・優先すべ

き号機について「目標設定会議 COP」を使用し，戦略決定・周知が実施できたた

め，対応に問題はなかったと評価する。 
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b.  号機班は，プラント事故事象進展に対し，計画班からの原子炉水位低下予測評価結

果と復旧班注水隊からの注水準備状況及び運転員の系統構成に要する時間を比較

し，復旧班と共にバックアップとなる復旧戦術を検討し，号機統括に進言した。 

＜評価＞ 

号機班は，「号機班運用ガイド」に則り，プラント事故事象進展に対し，進展予

測結果及び現場準備状況の把握ならびに「事故時運転操作手順書」上必要となる対

応を想定し，復旧班と共に先読みした復旧戦術の検討ができたため，対応に問題は

なかったと評価する。 

c.  発電所本部は，7 号機（運転号機）において「原子炉無注水」となった際に，計画

班作成の「重大な局面シート」を確認し，プラント進展予測評価結果と号機班・復

旧班による現場準備状況を把握し，重大な局面からの打開策を議論した上で，復旧

戦術対応を指示した。 

＜評価＞ 

発電所本部は，「緊急時対策本部運営要領」に則り，運転号機において重大な局

面となった際に，計画班によるプラント進展予測評価結果と号機班・復旧班による

現場準備状況の時間裕度を把握し，重大な局面シートを用いて戦略を立案し，発電

所本部ならびに本社本部に共有できたため，対応に問題はなかったと評価する。 

d.  発電所本部は，6 号機（停止号機）において「SFP 水位低下事象」が発生した際に，

計画班作成の「SFP 重大な局面シート」を確認し，プラント進展予測評価結果と

号機班・復旧班による現場準備状況を把握し，SFP の重大な局面からの打開策を

議論した上で，復旧戦術対応を指示した。 

＜評価＞ 

発電所本部は，「緊急時対策本部運営要領」に則り，停止号機において重大な局

面となった際に，計画班によるプラント進展予測評価結果と号機班・復旧班による

現場準備状況の時間裕度を把握し，SFP の重大な局面シートを用いて戦略を立案

し，発電所本部ならびに本社本部に共有できたため，対応に問題はなかったと評価

する。 

e.  復旧班は，事象進展により必要となるプラント復旧に関連する現場復旧部隊（注水

隊（運転号機，停止号機），送水隊，瓦礫隊，給油隊，代替熱交隊）への出動指示

を受け，実動対応を行った。 
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＜評価＞ 

復旧班は，「多様なハザード対応手順書」に則り，プラント復旧に関連する現場

復旧部隊による実動対応ができたため，対応に問題はなかったと評価する。 
 

(7) 電源機能等喪失時訓練：復旧班，計画班，号機班 
全交流電源喪失による電源確保に向けた対応が適切に行えることを以下の検証結

果と評価により確認した。 
 

［検証結果と評価］ 

a.  号機班は，外部電源喪失や D/G，ガスタービン発電機車の故障に対し，電源車を確

保する戦術を復旧班と共に検討し，号機統括に進言した。復旧班は，号機統括の指

示に基づき，電源車の起動及び緊急用電源切替え箱への給電（模擬）を実施した。 

＜評価＞ 

号機班は，「号機班運用ガイド」ならびに「事故時運転操作手順書」に則り，多

重の機器故障や機能喪失に対し，代替手段となる戦術を復旧班と共に検討した。ま

た，復旧班は「多様なハザード対応手順書」に則り，実動対応ができた。以上より，

号機班及び復旧班は，多重の機器故障や機能喪失に対して，可搬設備をもって影響

緩和・拡大防止のための対応ができており，対応に問題はなかったと評価する。 

b.  計画班は，全交流電源喪失に至った 6 号機について，プラントデータを監視し，

SFP 水位低下の進展予測を行い，予測結果を「SFP 重大な局面シート」により，

発電所本部内へ情報共有した。 

＜評価＞ 

計画班は，「計画班運用ガイド」に則り，プラントが受ける影響及び被害を早期

に予測し，予測結果を発電所本部内へ情報共有することにより，号機班による復旧

戦術が妥当であることを確認できたため，計画班の対応に問題はなかったと評価

する。 

c.  復旧班は，現場実動にて電源車の起動及び緊急用電源切替え箱への給電模擬を実施

した。 

＜評価＞ 

復旧班は，「多様なハザード対応手順書」に則り，現場実動にて電源車の起動及

び給電模擬を実施できたため，プラント電源復旧に関連する現場対応に問題はな

かったと評価する。 
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(8) その他－1 遠隔操作資機材（ロボット・ドローン）操作訓練：原子力防災要員 
施設敷地緊急事態発生時に美浜原子力緊急事態支援センター（以下，「美浜支援

センター」という。）から遠隔操作資機材（遠隔操作ロボット）の発電所受け入

れ及び高放射線下の現場を想定した実操作が行えることを以下の検証結果と評価

により確認した。 
 
［検証結果と評価］ 

a.  本社電力支援受入班は，美浜支援センターへ遠隔操作ロボットの支援要請を行った。

（6．【本社】(4)  c.参照） 

＜評価＞ 

本社電力支援受入班は，「電力支援受入班運営ガイド」に則り，美浜支援センタ

ーへ支援要請が的確に行われたため，対応に問題はなかったと評価する。 

b.  2021 年 3 月 11 日に遠隔操作ロボットを柏崎刈羽原子力発電所サービスホールに

て受け入れを行った。発電所での原子力災害発生時における高放射線下の現場を想

定し，先方機，後方支援機の 2 台による連携訓練を実施した。 

＜評価＞ 

原子力防災要員のうち，本訓練への参加者は，遠隔操作ロボットの操作訓練を行

い，施設内の階段，隘路を設定した訓練コースを昇降・走行した。また，ドローン

の操作訓練では，基本的な操作を行った。いずれの訓練においても，操作スキルの

維持・向上が図られたと評価する。なお，遠隔操作ロボットの操作訓練ではロボッ

トのキャタピラがグレーチングの隙間に引っ掛かり，直線走行が困難になるなど

新しい知見も確認された。 
 

(9) その他－2 防災センター：原子力防災要員 
防災センター派遣要員は，防災センター移動中に発電所状況を共有し，到着後に

連続的な対応ができること，事業者ブース内での共有及びプラントチームに遅滞な

く情報提供できることを以下の検証結果と評価により確認した。 
 

［検証結果と評価］ 
a.  防災センター派遣要員は，震度 6 強の地震発生後免震重要棟に参集し，プラント状

態の確認を行った。発電所から移動中のマイクロバスの中で，タブレット端末でチ

ャットシステムから外部電源が喪失していること，MP・放射線モニタに異常がな

いこと，7 号機で RHR ポンプトリップにより SE23 該当事象（残留熱除去機能の
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喪失）が発生したこと，6 号機で AL31 該当事象（SFP 冷却機能喪失のおそれ）が

発生したこと等，発電所状況を共有した。 

＜評価＞ 

防災センター派遣要員は，「オフサイトセンター運用ガイド」に則り，発電所か

ら防災センターへ移動中に，タブレット端末を用いて発電所状況を共有できたた

め，対応に問題はなかったと評価する。 

b.  防災センター派遣要員は，防災センター到着後，事業者ブースを立上げた。 

＜評価＞ 

防災センター派遣要員は，「オフサイトセンター運用ガイド」に則り，防災セン

ター到着後，速やかに事業者ブースの立上げを行うことができたため，対応に問題

はなかったと評価する。 

c.  防災センター派遣要員は，事業者ブースにて参集確認を行い，社内 TV 会議システ

ムの映像及び音声，FAX の受発信，チャット入力により発電所及び防災センター

情報を相互で共有した。また，原子力災害合同対策協議会（模擬）においては，全

体会議前にプラントチーム及び事業者ブース関係者が発電所のプラント状況をブ

リーフィングし共有した。 

＜評価＞ 

防災センター派遣要員は，「オフサイトセンター運用ガイド」に則り，事業者ブ

ースを立ち上げ，発電所と情報共有ができることを確認した。また，原子力災害合

同対策協議会（模擬）においては，全体会議前にプラントチーム及び事業者ブース

関係者がプラント状況をブリーフィングにより共有し，当該内容が会議で適切に

報告できたことを確認した。さらに，会議中に発電所の復旧方針が変更（ベント実

施判断）した際には，タブレット端末で確認し，原子力災害合同対策協議会（模擬）

の場で共有できたため，対応に問題はなかったと評価する。 

 

(10) その他－3 原子力防災に関する協力協定に基づく情報提供：通報班 
柏崎刈羽原子力発電所と新潟県との原子力防災に関する協力協定に基づいた情報

提供が実施できることを以下の検証結果と評価により確認した。 
 

［検証結果と評価］ 

a.  放射性物質拡散予測（以下，「DIANA」という。）評価結果について，新潟県との

原子力防災に関する協力協定に基づき提供した。 
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＜評価＞ 
DIANA評価結果の新潟県への提供内容及びタイミングは，新潟県との原子力防

災に関する協力協定に基づいたものであったことから，対応に問題はなかったと

評価する。 
 

【本社】 
(1) 本部運営訓練：本社原子力防災組織全要員（以下，「本社防災要員」という） 

事象発生後，新型コロナウイルス感染防止対策方針に基づき本部を立ち上げ，災

害対策活動が実施できることを以下の検証結果と評価により確認した。 

 
［検証結果と評価］ 

a. 本社防災要員は自動呼出システムまたは，館内放送による呼び出しにより，本社

非常災害対策室に108名，別室等に52名が参集した。参集した本社防災要員は，

本社非常災害対策室入室前にサーモカメラによる検温にて異常がないことを確認

するとともに，マスク及びフェイスシールドを着用し活動を行った。 

＜評価＞ 

本社防災要員は「本社対策要員の参集ガイド」に則り，定められた活動場所に

参集できた。また，新型コロナウイルス感染防止対策に則り，各種感染防止対応

を実施し活動できたため，対応に問題はなかったと評価する。 

b. 新型コロナウイルス感染防止対策に則り，本社非常災害対策室の密集をさけるた

め，別室及び自席で活動した本社防災要員は，Webex，携帯電話，共有フォルダ

を使用し本社非常災害対策室で活動する要員と情報共有を行った。 

＜評価＞ 

本社非常災害対策室で活動する本社防災要員と，別室及び自席で活動する本社

防災要員は，自班が定めるガイドに則り，決められた情報共有ツールを使用する

ことで支障なく情報共有できたため，対応に問題はなかったと評価する。 

c. 厚生班は，今回新たに設置した二酸化炭素濃度測定器を，30分毎に1000ppm以下

であることを確認した。 
＜評価＞ 
厚生班は，新型コロナウイルス感染防止対策に則り，二酸化炭素濃度測定器の

値を確認し，本社非常災害対策室の換気が適切に実施されていることを確認でき

たため，対応に問題はなかったと評価する。 
d. 立地班は，PCVベント戦略決定後に，柏崎市内で自主避難にともなう交通渋滞が

発生している情報を，防災センターから入手後本部内で共有した。報告を受けた

本部長は，広報班及び立地班へPCVベント実施に向け，丁寧な社外対応を行うこ

とを指示した。指示を受けた広報班は，記者会見（模擬）を実施するとともに，
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その中で，PCVベントを実施することの必要性及び避難に関する注意事項を説明

した。 

＜評価＞ 
本部長は，本社ミッションの一つである，発電所支援の考えに基づき，発電所

が決定したPCVベントの必要性について，本社関係班へ丁寧な社外対応を指示で

きた。なお，指示を受けた広報班は速やかに記者会見（模擬）を実施し予め定め

たPCVベント時の広報スタンスに則り，丁寧な説明を実施することができた。以

上のことから，本社本部は，PCVベント実施に関する必要性について，丁寧な社

外対応ができたため，対応に問題はなかったと評価する。 
 

(2) ERCプラント班との連携訓練：官庁連絡班 
事象の進展が速い場合において，情報共有の仕組みと官庁との連絡体制に不備が

確認された。 
 

［検証結果と評価］ 
a. 官庁連絡班は，発電所の発話，情報共有ツール（チャットシステム，COP，

ERSS，SPDS）やホットラインを活用し，発電所の情報を取得した。その情報を

基に，スピーカはEAL，プラント状況，進展予測及び対応戦略について，COPや
ERC備付資料を活用してERCプラント班へ説明を行った。 
＜評価＞ 
官庁連絡班は「官庁連絡班ガイド」に則り，発電所の情報を取得できた。一

方，COPに記載されている情報量や説明資料の活用方法及びスピーカの説明内容

について改善すべき状況が確認された。（9．①，②参照） 
b. スピーカは，新たに発生した緊急性の高い事象について，他号機の説明中であっ

ても緊急である旨をERCプラント班へ発話し，割り込みで説明した。 
＜評価＞ 
スピーカは「スピーカ発話集」に則り，割り込みで説明を実施することで，緊

急性の高い事象は速やかにERCプラント班へ情報提供できたため，対応に問題は

なかったと評価する。一方，重要なパラメータ変化時の対応について改善すべき

状況が確認された。（9．② a-1，a-2参照） 

c. ERCリエゾンは，即応センターからの定期的な全体概要説明が始まる前に，ERC
プラント班へ説明資料を配布した。また，スピーカが説明した内容に不足があっ

た場合には，ERC備付資料を活用し補足説明を行った。 
＜評価＞ 
ERCリエゾンは「官庁連絡班ガイド」に則り，速やかな資料配布，ERC備付け

資料を使用しての補足説明ができたため，対応に問題はなかったと評価する。 
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d. 規制庁より想定していたマルファンクション（統合防災ネットワークTV会議シス

テム不具合）の付与がなかったため，今回の訓練の中では，設定した検証内容に

ついて確認できなかった。 
＜評価＞ 
訓練中には対応を確認できなかったが，社内訓練において，官庁連絡班は「官庁

連絡班ガイド」及び「各操作手順書」に則り，テレビ会議の音声不良が発生した

際に， IP電話に切り替え説明を継続できていたため，問題はなく対応できたと

評価する。 
 

(3) プレス対応訓練：広報班 
記者会見（模擬）及びホームページ（模擬），SNS（模擬）による情報発信がで

きることを以下の検証結果と評価により確認した。なお，記者会見は記者役として

社外プレーヤーを招いて実施した。 
 

［検証結果と評価］ 
a. 広報班は，SE事象発生後及びベント実施決定後に，チーフ・スポークスパーソン

とリスクコミュニケーターによる記者会見（模擬）を実施した。加えて，初動以

降，ホームページ（模擬），SNS（模擬）による情報発信を継続的に実施した。 
＜評価＞ 
広報班は「本社 原子力防災組織本社広報班（マスコミ）運営ガイド」に則り， 

    記者会見（模擬）を実施し，ホームページ（模擬），SNS（模擬）による情報発信

ができたため対応に問題はなかったと評価する。 
b. 広報班は，発電所の発話，COP，チャットの情報を基にプレス文を作成した。ま

た，記者会見（模擬）で，プラント状況，今後の進展予測，MPの値等につい

て，COPや当社ホームページに掲載のMPの配置図等を投影し説明した。 
＜評価＞ 
広報班は「本社 原子力防災組織本社広報班（マスコミ）運営ガイド」に則

り，正確なプレス文を作成できた。また，記者会見（模擬）では，COP等を投影

し視覚的にわかりやすい説明ができたため，対応に問題はなかったと評価する。 
c. 会見者は，記者会見（模擬）において，模擬記者（社外報道関係者，他電力及び

社内広報担当者）からの厳しい質問に対し回答した。 
＜評価＞ 
広報班は，随時見直しを行っている想定QAや，チャットツールの活用により，

会見者へ回答を差し込むことで，会見者は模擬記者からの厳しい質問に対し回答

できたため，対応に問題はなかったと評価する。 
 



 

- 20 - 

(4) 後方支援活動訓練：後方支援拠点班及び電力支援受入班 
後方支援拠点（模擬）において，通信回線が使用できない場合を想定した対応が

実施できることを確認した。加えて，他の原子力事業者及び美浜支援センターへ支

援要請を実施できることを以下の検証結果と評価により確認した。 
 

［検証結果と評価］ 
a. 後方支援拠点班は，後方支援拠点（模擬）にて，通信回線が使用できない場合を

想定し，衛星携帯電話を使用して本社本部要員と実連絡を行った。 
＜評価＞ 
後方支援拠点班は「後方支援拠点業務手順書」に則り，通信回線が使用できな

い場合を想定した対応が遅滞なく実施できた。なお，衛星車を立ち上げ，TV 会

議端末での情報共有手段も確保できたため，対応に問題はなかったと評価する。 
b. 電力支援受入班は，発災時の幹事事業者(東北電力㈱)へ，警戒事態該当事象発生

の通報文を入手後すぐに FAX により情報連絡を実施した。また，原災法第 10 条

該当事象発生後には，FAX 及びメールにより支援要請を実施した。 
＜評価＞ 
電力支援受入班は「電力支援受入班運営ガイド」に則り，発災時の幹事事業者

(東北電力㈱)との実連絡が遅滞なく実施できたため，対応に問題はなかったと評

価する。 
c. 電力支援受入班は，原災法第 10 条事象発生後，予め定められた様式を使用し，

美浜支援センターへ FAX 及び電話による支援要請を実施した。 
＜評価＞ 
電力支援受入班は「電力支援受入班運営ガイド」に則り，美浜支援センターへ

「原子力緊急事態支援組織の運営に関する協定」に基づく実連絡が遅滞なく実施

できたため，対応に問題はなかったと評価する。 
 
7. 2019 年度緊急時演習で抽出された課題に対する対策の有効性確認 

2019 年度に実施した緊急時演習において抽出された課題に対する取り組み状況は，

以下のとおり。いずれの課題についても，対策が有効に機能することを確認した。 
(1) 柏崎刈羽原子力発電所 

＜問題①＞（柏崎刈羽原子力発電所緊急時演習時の課題） 
発電所本部は情報フローに則り，事象発生・進展についての発話，チャットシス

テム，COPの情報更新及びホットラインによる詳細情報確認を実施し，発電所本

部及び本社本部間で情報共有を実施したが，目標設定会議COPにタイムリーに最

新の情報が記載されなかった。 
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＜課題＞ 
情報発信元である発電所においてCOPに入力した情報が，最新の状態で本社本部

と共有できていなかった。 
＜検証内容＞ 

各機能班が入力した目標設定会議COPが，目標設定会議を行う都度，最新の情報

に更新され本社本部まで共有できること。 
＜検証結果＞ 

各機能班がCOPに入力した情報は，目標設定会議COPに自動的に反映される仕組

みを構築した。また，訓練においては，目標設定会議前に各機能班にてCOPを入

力するよう，計画・情報統括より指示が行われた。 
＜評価＞ 

各機能班が入力した情報は，目標設定会議を行う都度，最新の情報に更新され，

発電所本部及び本社本部まで共有されたため，対策は有効であったと評価する。 
 
＜問題②＞（柏崎刈羽原子力発電所緊急時演習時の課題） 

通報班は，関係機関（原子力規制庁，本社本部等）に対して通報連絡ができた

が，一部の通報連絡が目標時間を超える送信となった。更に，初発以外のEAL該当

事象追加の一部について，訂正報を必要とするものが多数あった。 
＜課題＞ 

通報班は，通報文の作成に時間を要しており，目標時間内に正確に通報できるツ

ールの整備が不十分であった。 
＜検証内容＞ 

通報班は，目標時間内に必要な通報文が発出され，かつ記載内容の不備が無いこ

と。なお，記載内容に不備が確認された場合，速やかに訂正報が発出されること。 
＜検証結果＞ 

課題を解決するため，記載内容の統一化及び時間短縮を目的として，通報文記載

内容をプルダウンで選択できるようにツールを改良した。また，プラント情報を確

認する号機班が記載する「号機班メモ」を通報班が活用できるように運用を変える

ことで，「発話を聞く」から「情報を見る」に変更し，情報の誤認を低減した。訓

練においては，通報班は，「6．(2) b.」に記載の通り，全てのEAL通報について，

本部長のEAL判断から15分以内に誤記なく通報文を発出した。 
＜評価＞ 

通報班は，本部長のEAL判断から目標時間である15分以に必要な通報文を発出

し，かつ通報文の記載内容に不備が無かったことから，対策は有効であったと評価

する。 
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＜問題③＞（柏崎刈羽原子力発電所緊急時演習時の課題） 
警戒事態続報や25条報告について，地震発生によりEALが集中的に発生する時間

帯では，目標としていた30分／件の頻度で維持できなかった。 
＜課題＞ 

警戒事態続報や25条報告に必要な，情報の確認に時間を要しており，目標時間間

隔で報告できる情報収集の仕組みが不十分であった。 
＜検証内容＞ 

警戒事態続報や25条報告について，30分／件，EAL通報が複数発生する状況にお

いては，60分／件を目途に発出できること。 
＜検証結果＞ 

警戒事態続報や25条報告について，30分／件，EAL通報が複数発生する状況にお

いては，60分／件を目途に発出するよう「事故時の通報連絡に関する共通ガイド」

にて定めた。上記課題を解決するため，各機能班がCOPに入力した情報は，目標

設定会議COPに自動的に反映される仕組みを構築した。また，通報文作成の基礎

教育及び個別訓練の積み重ねにより，警戒事態続報又は25条報告で発信すべき事項

の重要性について理解を深めた。訓練においては，複数の通報が発生する状況下に

おいても，30分以内／件で続報発信した。 
＜評価＞ 

通報班は，複数の通報が発生する状況下においても30分以内／件で続報発信する

ことが出来たため，対策は有効であったと評価する。 
 

(2) 本社 
＜問題①＞（柏崎刈羽原子力発電所緊急時演習時の課題） 

10条確認会議及び15条認定会議の際に，発電所にてEAL判断された後，説明者で

ある副本部長は，情報班長及び計画班長よりEALの判断根拠，今後の戦略，進展予

測についてインプットを受けていたため，会議参集までに少し時間を要した。 
＜課題＞ 
 EAL発生前の副本部長への情報のインプットについて運用が不明確であった。 
＜対策＞ 

本社計画・情報統括は，適宜，今後の戦略，進展予測を発話するとともに，SE及

びGEの発生が予測できる場合は，発生予想時刻の10分前を目途に，最新の情報を

確認し副本部長とブリーフィングを実施する。なお，発生が予測できない場合を想

定し，基本応答集を作成する。 
＜検証結果＞ 

本社計画・情報統括は，情報班，計画班及び保安班からの情報を基に，適宜，プ

ラントの現状，事故収束に向けた戦略，その戦略の進捗，今後の進展予測につい
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て，本社本部内で共有した。なお，今回の訓練では，SE,GEともに突発的に発生

したが，情報班長はEALの条件成立確認後すぐに副本部長へ最新の設備状況を共有

した。加えて，計画班長は，今後の進展予測及び復旧戦術について副本部長とブリ

ーフィングを実施した。 
＜評価＞ 

本社計画・情報統括，情報班長及び計画班長は，情報フローに則り，副本部長へ

必要な情報を事前にインプットできた。これにより，副本部長は判断根拠，今後の

戦略，及び戦略が成功した場合も含めた今後の進展予測について，基本応答集を参

考に会議の中で漏れなく説明できたため，対策は有効であったと評価する。 
 

＜問題②＞（柏崎刈羽原子力発電所緊急時演習時の課題） 
ERCプラント班からPCVベント時の発電所敷地外への拡散影響評価結果につい

て，説明を求められた際に即答できなかった。 
＜課題＞ 

拡散影響評価の説明に関する運用を定める必要がある。 
＜対策＞ 

PCVベント時の発電所敷地外への拡散影響評価結果について関係機関への提供方

法を定める。 
＜検証結果＞ 

保安班及び計画班は，発電所で作成した拡散影響評価結果について確認を行い，

問題ないことを発電所へ連絡した。その後，新潟県リエゾンより新潟県へ情報提供

が実施された旨を受信後，官庁連絡班へ拡散影響評価結果を共有することで，スピ

ーカよりERCプラント班へ説明した。 
＜評価＞ 

保安班及び計画班は，新潟県への拡散影響評価結果の提供方法に則り対応できて

おり，新潟県へ情報提供した拡散影響評価結果について，スピーカよりERCプラ

ント班へ説明できたため，対策は有効であったと評価する。 
 
8. 更なる対応能力の向上を目指した改善項目に対する検証内容 
（1）本社 

＜課題＞(2020年度福島第一及び福島第二原子力発電所緊急時演習で確認された改善項目） 
10条確認会議において，必要事項を漏れなく説明出来たが，更に簡潔な説明につい

て意識する必要がある。 
＜対策＞ 

10条確認会議，15条認定会議は，速やかに確認／認定されることの重要性を教育資

料に盛り込むとともに，他事業者の10条確認会議等の説明をベンチマークし，適切



 

- 24 - 

な説明となるよう「基本応答集」を見直す。 
＜検証結果＞ 
  副本部長は，10条確認会議，15条認定会議の中で，判断根拠，事故収束の対応，今

後の進展予測を目標である2分以内で説明した。 
＜評価＞ 
  副本部長は，10条確認会議，15条認定会議の中で「基本応答集」を基に，必要事項

を簡潔に説明できたが，10条確認会議での進展予測の説明内容について改善すべき

状況が確認された。（9．③ a.参照） 
 
9. 今後の原子力災害対策に向けた改善点 

今回の総合訓練から抽出した今後の改善事項は以下のとおり。 

 

今回の総合訓練において抽出された主な改善事項 対策について 
①情報共有の仕組み 

【問題】 
事象進展の速い事故シナリオの場合，情報共有の

ためのツール（COP）及びその運用に不備があっ

たため，スピーカが入手できる情報量や情報の整

理が不十分であった。 
【課題】 
a. パッケージ説明の資料が 3 種類の COP（プラ

ント系統概要 COP，設備状況シート，重大な

局面シート）以外の補足資料（説明に使用し

ない資料）が多く添付されている。 
b. COP に 2 の矢，3 の矢の戦術の記載がないた

め，2 の矢，3 の矢の説明はスピーカの知識に

頼っている。 
c. 3 種類の COP(プラント系統概要 COP，設備

状況シート，重大な局面シート)を伝えるべき

主旨に合わせて使い分けていない。 
d. 初動時，本社で作成する COP に必要な情報が

記載できていない。 
e. 設備状況シートに記載されている戦術が，

ERC 備付け資料を参照しないと具体的な戦

術内容がわからない記載である。 
f. COP 間で戦術の記載に齟齬がある。（戦術の
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今回の総合訓練において抽出された主な改善事項 対策について 
記載者が一元化されていない） 

【原因】 
a. COP に記載されている情報が不足している

ため，補足資料を加えたものをパッケージ資

料とする運用とし資料が多くなった。 
 
 
 
 
 
 
b-1. 復旧戦術を記載する重大な局面シートの戦術

記入欄が 2 の矢までとなっており，3 の矢ま

でを記載するフォーマットでなかった。 
b-2. 壊れた DB 設備は，故障原因を調査しないと

復旧までの所要時間が見通せないため，確実

に時間が想定出来る SA 設備の戦術のみとな

った。 
 
c-1. 設備状況シートが 2 枚もので使いづらい様式

だった。 
 
c-2. 設備状況シートを使用して説明する運用とな

っていなかった。 
 
 
 
 
 
 
d. 発電所では，要員が全員参集するまで COP 入

力要員が不足しているため，本社で作成する

ことになっているが，作成方法が明確になっ

ていなかった。 
 

 
【対策】 
a-1. パッケージ説明に使用する配布資料は 3

種の COP（プラント系統概要 COP，設備

状況シート，重大な局面シート）とし，必

要情報を説明できるよう各COPのレイア

ウトを見直す。（早急に実施する項目） 
a-2. 補足資料については備付け資料に掲載し，

使用する場合は書画での提示のみとしパ

ッケージ資料として配布しない運用とす

る。（早急に実施する項目） 
b-1. 重大な局面シートの戦術記載箇所を 3 の

矢まで記載できるように変更する。（早急

に実施する項目） 
b-2. 原則 3 の矢まで戦術を立案する運用とし，

DB 設備の復旧見込みについても記載，説

明する。（現場の状況が確認できているの

であれば，その状況をきちんと COP に記

載する）（早急に実施する項目） 
c-1. 設備状況シートのレイアウトを戦術の進

捗を説明できる 1 枚もののフォーマット

へ見直す。（早急に実施する項目） 
c-2. 3 種の COP（プラント系統概要 COP，設

備状況シート，重大な局面シート）を使用

して説明する内容を明確化し（プラント

系統概要 COP：「現状」，重大な局面シ

ート：「進展予測，戦術」，設備状況シー

ト：「戦術の進捗状況」）設備状況シート

も使用して説明する運用に変更する。（早

急に実施する項目） 
d-1. 現状，発電所で共有されている号機班の発

話内容の基となるメモを，本社へも共有

する。（早急に実施する項目） 
d-2. 戦術の自動選択ツール（簡易版）を作成し

速やかに戦術を選択する。（早急に実施す
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今回の総合訓練において抽出された主な改善事項 対策について 
 
 
 
 
 
e. 戦術の説明は重大な局面シートで説明するこ

ととしていたため，設備状況シートの戦術の

記載方法について社内で理解できれば良いと

考えた。 
f. 重要な局面シートと設備状況シートの入力者

が異なっていた。 
 
 
 
 
②官庁との連絡体制 

【問題】 

スピーカのサポート体制及びスピーカの教育・訓

練カリキュラムの整備が不十分であった。 
【課題】 
a. パラメータ変化を即座にスピーカへ情報共有

できていない。 
b. パッケージ説明の際に軽重をつけた説明が出

来ていない。 
c. スピーカ育成について体系的な教育訓練のア

プローチが実施されていない。 
d. 重要なパラメータ変化にともなう，予想され

るプラント状況について説明できていない。 
e. 可搬型 MP に関する知識が不足している。 
 
【原因】 
a-1. パラメータの変化に監視役は気付いていた

が，直接スピーカに伝達する運用となってい

ないため，スピーカへ伝わるのが遅かった。 
 

る項目） 
d-3. 個人の力量によらず，速やかに正確な情報

が記載できるよう戦術選択ツール等の更

なる改良を行う。（中長期で実施する項

目） 
e. 戦術については重大な局面シートで説明

することとし，設備状況シートではその戦

術の進捗状況を説明する運用とする。（早

急に実施する項目） 
f. 各断面での COP 入力者を一元化するとと

もに，設備状況シートの入力情報が他の

COP（重大な局面シート，プラント系統概

要 COP，サイト目標設定会議 COP）に自

動反映するようツールを改良する。（早急

に実施する項目） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【対策】 
a-1. パラメータ監視役は，パラメータが変化し

た際，その旨を発話しスピーカ含む班内

へ共有する運用とする。（早急に実施する

項目） 
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今回の総合訓練において抽出された主な改善事項 対策について 
a-2. 監視役は SPDS の監視の他，別の役割も担務

していたため確認が遅れた。 
 
 
b. 個別の設備状況，戦術を順次，詳細に説明し

ていたが，何に注力すべきかの説明が欠けて

いた。 
 
c. 2018 年度の改善計画を基に，それまでの教育

方法を踏襲することで問題ないと考えた。 
 
 
 
 
 
d. 炉心損傷後のプラント挙動について，スピー

カの知識が足りなかった。加えて，計画班メ

ンバーのフォローも足りていなかった。 
 
 
 
e. 保安班によるスピーカのサポート体制が明確

でなかった。 
 
 
 
 
③その他 
【問題】 
a. 10 条確認会議において，注水機能が全て喪失

したと仮定した場合の，PCV ベント実施予想

時刻について質問をされたが，会議の中で回

答できなかった。 
b. 25 条報告「発生事象と対応の概要」の記載に

ついて，特定事象発生プラントの対処が不明

a-2. 現在パラメータ監視役に兼務されている

役割について，業務の手順を改善し他班

で対応することで，パラメータ監視役を

専任化する。（早急に実施する項目） 
b. スピーカが訓練でどのように説明したか

に焦点を当てて，個々の説明状況の分析を

行い分析結果に基づいた教育を実施する。

（早急に実施する項目） 
c-1. スピーカの知識向上のため，ERC 備付け

資料についての教育を実施し，問題集に

よる理解度確認を実施する。（中長期で実

施する項目） 
c-2. スピーカ役の計画的育成（必要知識の教

育）についてカリキュラムの作成，展開。

（中長期で実施する項目） 
d-1. 炉心損傷後のプラント挙動について勉強

会を開催し習熟度を向上させる。（早急に

実施する項目） 
d-2. スピーカの補助として配置している計画

班メンバーのサポート内容を強化する。

（早急に実施する項目） 
e-1. スピーカの可搬型 MP に関する知識向上

のため勉強会を開催し習熟度を向上させ

る。（中長期で実施する項目） 
e-2. スピーカのサポート体制強化のため，保安

班メンバーによるサポート体制を新たに

構築する。（中長期で実施する項目） 
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今回の総合訓練において抽出された主な改善事項 対策について 
瞭，事象発生時刻及び対応時刻が不明確な記

載であった。 
【課題】 
a. 10 条確認会議において，事業者の代表から最

悪なシナリオについて発話がされていない。 
b-1. 25 条報告において「発生事象と対応の概要」

に関する記載が不十分である。 
b-2. 25 条報告において特定事象発生プラントの対

処が不明瞭である。 
 
【原因】 
a. 10 条確認会議時において，今後の進展予測

を，最悪のシナリオまで説明する運用となっ

ていなかった。 
b-1. 25 条報告の記載欄「発生事象と対応の概要」

において，連絡事項等発生時刻としてまとめ

て記載することで可能な限り 25 条報告を多

く通報することに主眼を置いていた。 
 
b-2. プラント情報について，当該プラントに特化

したという認識が不足していたため，当該号

機に依らず記載する運用としていた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【対策】 
a. 10 条確認会議の中で，最悪なシナリオま

で言及する運用に変更する。（早急に実施

する項目） 
b-1. 「発生事象と対応の概要」に関する記載方

法は，各事象の発生時刻等を発生時刻順

に記載し加えて開始時刻，終了（完了）予

定時刻が明確になるように記載する運用

とする。（早急に実施する項目） 
b-2-1. 特定事象発生プラントの情報と，その他

のプラントの情報は，明確に区別して記

載する運用とする。（早急に実施する項

目） 
b-2-2. 今後の事象進展を考慮し中長期的な展

望を踏まえた丁寧な記載とする。加えて

情報の受け手がわかりやすいよう使用す

る語句の統一化を行う。（中長期で実施す

る項目） 

 
10. 防災訓練の目的及び達成目標に対する評価 

(1) 達成目標に対する評価 
今回の訓練で設定した「1．(2)達成目標」について，「1．(3)検証項目」により評価を

行った。各達成目標の評価結果は以下のとおり。 
a. 中長期計画上，緊急時演習の位置づけとして選定した実施項目に基づく訓練を行い，

原子力防災組織が有効に機能すること。 
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【発電所】 

2018年度，2019年度の緊急時演習を経験していない班長以上のメンバーで訓練を実

施した結果，本社との情報共有については，「6．各訓練項目の結果及び評価(1)本部運

営訓練，(6)アクシデントマネジメント訓練」に示したとおり，本部の発話，チャットシ

ステム，COPなどの情報共有ツールの運用，ホットラインによる詳細情報確認により，

速やかな情報共有ができており，本目標は達成できたと評価する。一方で，25条報告

「発生事象と対応の概要」の記載について，特定事象発生プラントの対処が不明瞭，事

象発生時刻及び対応時刻が不明確など，不十分な点が課題として抽出された。これにつ

いては，「9. 今後の原子力災害対策に向けた改善点③ b.」で検討した対策を実施する。 
 

【本社】 

PCVベント戦略決定後に，柏崎市内で自主避難にともなう交通渋滞が発生している状

況下に置いて，「6．各訓練項目の結果及び評価 (1)本部運営訓練 d.」に示すとおり，

本社本部は，発電所のPCVベントの実施の必要性について，丁寧な社外対応が実施で

きた。以上のことから，本目標は達成できたと評価する。 
 

b. 2019 年度緊急時演習で抽出された課題に対する対策が有効に機能していること。 
【発電所，本社共通】 

2019年度の緊急時演習において抽出された課題は，「7．2019年度緊急時演習で抽出

された課題に対する対策の有効性確認」のとおり全て改善を図ることができており，対

策は有効に機能した。以上のことから，本目標は達成できたと評価する。 
 

c. 新型コロナウイルス感染防止対策中に原子力災害が発生した場合においても原子

力防災組織が有効に機能すること。 
 

【発電所】 

訓練参加者は，新型コロナウイルス感染拡大防止対策として，訓練に参加する前に検

温及び手指の消毒を行い，フェイスシールドならびにマスクを装着した状態で訓練を

実施した結果，「6．各訓練項目の結果及び評価」に示すとおり問題なく対応できた。

以上のことから，本目標は達成できたと評価する。 
 

【本社】 

各班は活動内容の効率化，班員の多能化により，発電所の情報収集及び本社本部内で

の情報共有，社外への情報発信等について支障なく実施できており，人数を削減したこ

とによる問題は発生しなかった。また，本社非常災害対策室の密集をさけるため，一部

の班においては，本社非常災害対策室以外（別室及び自席）で活動を行ったが，TV会
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議システム，Webex等の情報共有ツールを使用し，別室においても，発電所及び，本社

本部の発話を傍聴できるような環境を構築した。その結果，別室で対応した班において

も，予め定められた対応事項を支障なく実施できた。以上のことから，本目標は達成で

きたと評価する。 
 

(2) 訓練目的に対する評価 
「10．(1)達成目標に対する評価」に示すとおり，設定した達成目標を達成できたこと

から，災害対応能力の向上が図られていることを確認できた。一方，「6．各訓練項目

の結果及び評価」のとおり計画した各訓練においては，「9. 今後の原子力災害対策に

向けた改善点」のとおりERCプラント班との情報共有について優先的に改善すべき事

項が抽出された。しかし，その他各訓練において発電所及び本社の各組織は，予め定め

られた機能を問題なく発揮できることを確認した。以上のことから，今回想定した原子

力災害において，訓練目的を概ね達成できたと評価するが，ERCプラント班との情報

共有について抽出された改善すべき事項は優先的な改善を行う。 
 

  以 上 
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防災訓練の結果の概要【要素訓練】 
 
1. 訓練の目的 

本訓練は，「柏崎刈羽原子力発電所 原子力事業者防災業務計画 第 2 章 第 7 節」に基づき実

施する要素訓練であり，手順書の適応性や人員・資機材確認等の検証を行い，手順の習熟及び改

善を図ることを目的とする。 
 
2. 実施日及び対象施設 
(1) 実施日 

a. 2019 年 11 月 2 日（土）～2021 年 3 月 12 日（金） 
 （モニタリング訓練，アクシデントマネジメント訓練，電源機能等喪失時訓練） 
b. 2020 年 11 月 20 日（金） 
（電源機能等喪失時訓練のうち，緊急時対策所と連携した事故シナリオに基づく現場実動訓

練） 
c. 2021 年 6 月 11 日（金） 
（アクシデントマネジメント訓練のうち，2021 年 3 月 12 日（金）に実施した防災訓練（総

合訓練）結果より，早急な対応が必要な課題について，検討した対応内容が機能すること

を検証するための防災訓練） 

(2) 対象施設 
柏崎刈羽原子力発電所 

 
3. 実施体制，評価体制及び参加人数 
(1) 実施体制 

訓練ごとに実施責任者を設け，実施担当者が訓練を行った。 
詳細は「添付資料 1」のとおり。 

(2) 評価体制 
計画通り訓練が実施されていることを実施責任者が評価した。 

(3) 参加人数 
「添付資料 1」のとおり。 

 
4. 防災訓練のために想定した原子力災害の概要 
(1) モニタリング訓練 

放射性物質の放出により敷地内の放射線または空気中の放射能濃度が上昇した状態を想定し

た。 
(2) アクシデントマネジメント訓練 

全交流電源喪失により SFP 冷却機能が全て喪失し，原災法第 15 条該当事象に至る状態を想定

した。 
(3) 電源機能等喪失時訓練 
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全交流電源喪失及び使用済燃料プール除熱機能喪失の状態を想定した。 
 
5. 防災訓練の項目 

要素訓練 
 

6. 防災訓練の内容 
(1) モニタリング訓練 
(2) アクシデントマネジメント訓練 
(3) 電源機能等喪失時訓練 

 
7. 訓練結果の概要 

各要素訓練の結果の概要は「添付資料 1」のとおり。また，2021 年 3 月 12 日（金）に実施し

た防災訓練（総合訓練）結果より，早急な対応が必要な課題について，検討した対応内容が機

能することを検証するための防災訓練（ERC との連携訓練）の結果の概要は「添付資料 2」に

記載のとおり。 
訓練にあたり，本設機器へ影響が生じる手順は模擬とし，机上による手順の確認を実施した。 

 
8. 訓練の評価 

各要素訓練の評価結果は，「添付資料 1」のとおり。また，2021 年 3 月 12 日（金）に実施した

防災訓練（総合訓練）結果より，早急な対応が必要な課題について，検討した対応内容が機能す

ることを検証するための防災訓練（ERC との連携訓練）の評価結果は「添付資料 2」に記載のと

おり。 
 
9. 今後の原子力災害対策に向けた改善点 

各要素訓練で抽出された改善点及び今後に向けた改善点は，「添付資料 1」のとおり。また，

2021 年 3 月 12 日（金）に実施した防災訓練（総合訓練）結果より，早急な対応が必要な課題

について，検討した対応内容が機能することを検証するための防災訓練（ERC との連携訓練）

における今後に向けた改善点は「添付資料 2」に記載のとおり。 
 

以 上 
 
〈添付資料〉 

添付資料 1：要素訓練の概要 
添付資料 2：防災訓練（ERC との連携訓練）の結果の概要



添付資料１ 
要素訓練の概要 

- 3 - 
 

1．モニタリング訓練（2019 年 11 月 2 日～2021 年 3 月 12 日の期間で 196 回実施，参加人数：延べ 419 名） 

概要 
実施体制 

①実施責任者 
②実施担当者 

訓練実施回数

（人数） 評価結果 当該期間中の改善点 今後の原子力災害対策に 
向けた改善点 

空間放射線量率の測定，予測線量

評価等の実動訓練を実施 
① 訓練実施 GM 

② 保安班員 
196 回 

（419 人） 良 

海水モニタリング用小型船舶に

ついて，物揚場へ運搬する前に

船外機の動作確認を実施してい

るが，着水後に船外機が起動し

ない事象が発生したため，運搬

後物揚場で再度船外機の動作確

認を実施することを手順に追加

した。 

・ 要素訓練及び総合訓練を通

じ改善事項を確認し対応策

等を手順書へ反映する。 

 
2．アクシデントマネジメント訓練（訓練実施回数：2019 年 11 月 2 日～2021 年 3 月 12 日の期間で 765 回実施，参加人数：延べ 3,017 名） 

概要 
実施体制 

①実施責任者 
②実施担当者 

訓練実施回数

（人数） 評価結果 当該期間中の改善点 今後の原子力災害対策に 
向けた改善点 

電源機能等喪失時における対策本

部活動並びに各種緊急安全対策の

実動訓練を実施 

① 原子力防災

管理者 
② 原子力防災

要員 

12 回 
（1,528 人） 良 

未適合炉での事故を想定した訓

練で使用する COP 及び原子力

災害時の対応資料について，他

サイトでの良好事例を取り入れ

るなどの改善を行った。各機能

班が COP に入力した情報が，

最新の情報で共有されるよう，

目標設定会議 COP に自動的に

反映される仕組みを構築した。

また，通報文の記載内容統一化

ならびに記載時間短縮のため，

記載内容をプルダウンで選択で

きるように改善した。 

・ 要素訓練及び総合訓練を通

じ改善事項を確認し対応策

等を手順書へ反映する。 
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概要 
実施体制 

①実施責任者 
②実施担当者 

訓練実施回数

（人数） 評価結果 当該期間中の改善点 今後の原子力災害対策に 
向けた改善点 

消防車による原子炉・使用済燃料プ

ールへの代替注水等の実動訓練や

ライン構成の一連の動作確認を現

場にて実施（※1） 

① 訓練実施 GM 

② 復旧班員 

号機班員 

324 回 
（1,057 人） 

良 

消防ホース敷設時,ホースと消防

車の接続金具が，同じ形状（オス

またはメス）であっても接続で

きるよう，継手となる接続金具

を新たに配備し，手順書に反映

した。 

・ 要素訓練及び総合訓練を通

じ改善事項を確認し対応策

等を手順書へ反映する。 

原子炉建屋のベント開放操作に係

る動作手順確認やホイールローダ

による模擬瓦礫を用いた実動訓練

等を実施 

① 訓練実施 GM 

② 復旧班員 

429 回 
（432 人） 

※2 
良 

ホイールローダのエンジンの始

動方法が，車種により異なって

いる。訓練時及び非常時に速や

かにエンジンを始動できるよ

う，手順書に始動方法を明記し

た。 

・ 要素訓練及び総合訓練を通

じ改善事項を確認し対応策

等を手順書へ反映する。 

※1  復旧班（給油）については，消防車及び電源車へ給油するための共通活動だが，消防車への給油とし，訓練回数（人数）を整理した。 

※2  本訓練は復旧班員２名で実施するが，１名（訓練指揮者）は評価者を兼ねるため参加人数にカウントしなかった。 
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3．電源機能等喪失時訓練（訓練実施回数：2019 年 11 月 2 日～2021 年 3 月 12 日の期間で 49 回実施，参加人数：延べ 344 名） 

概要 
実施体制 

①実施責任者 
②実施担当者 

訓練実施回

数（人数） 評価結果 当該期間中の改善点 今後の原子力災害対策に 
向けた改善点 

電源車及びガスタービン発電機車等に

よる電源確保の手順の実動訓練や机上

訓練を実施 

① 訓練実施 GM 

② 復旧班員 

保安班員 

48 回 
（249 人） 良 

ケーブル接続訓練の手順書に

ついて，これまでの訓練内容を

踏まえ，留意事項や写真も加え

た詳細な手順書に改善した。ま

た，ケーブル接続訓練を撮影し

た動画を要員の教育に活用し

た。 

・ 要素訓練及び総合訓練を通

じ改善事項を確認し対応策

等を手順書へ反映する。 

緊急時対策所と連携した事故シナリオ

に基づく要素訓練を現場実動訓練によ

り実施 

① 原子力防災要

員 

1 回 
（95 名） 良 

ホイールローダを誘導する要

員が，操作者から見てバケット

と重なることがあったため，人

身事故防止の観点から，ホイー

ルローダならびに撤去対象か

ら離れた位置でトランシーバ

を用いて誘導することとした。

また，手順書が強風で飛ばされ

ないよう，バインダーを用いて

手順書を携行することとした。 

・ 要素訓練及び総合訓練を通

じ改善事項を確認し対応策

等を手順書へ反映する。 
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添付資料2 
防災訓練の結果の概要【要素訓練（ERCとの連携訓練）】 

 
1. 本訓練の目的，達成目標，検証項目 
(1) 訓練目的 

2021 年 3 月 12 日に実施した，2020 年度柏崎刈羽原子力発電所における原子力防災

訓練結果より抽出された課題について，検討，実施した改善策（別紙 1 9．①，②，③

の早急に実施する項目）が有効に機能していることを確認する。特に，事象進展が早い

場合に顕在化した「情報共有の仕組み」と「官庁との連絡体制」の課題について，取り

組んだ改善策が有効に機能し，ERC プラント班との情報連携において必要な情報に不足

や遅れが無く，積極的に情報共有が図れることを確認する。 
(2) 達成目標 

ERC プラント班との情報共有における改善事項を踏まえて，発電所－本社－ERC 間

での情報共有が，適切に行われることを確認する。 
(3) 検証項目 

a. 発電所及び本社は，見直しを実施した COP に適切な情報を入力することで発電所

の現在の状況，復旧戦略，戦術を示すことが出来ること。【発電所，本社】 
b. 本社は，見直しを実施した COP を用いて ERC プラント班に「プラントの状況

（現状）」，「進展予測，復旧戦術」及び「戦術の進捗状況」を簡潔に説明できる

こと。【本社】 
c. 発電所は，25 条報告を様式に従った内容で通報連絡できること。【発電所】 

 
2. 防災訓練の全体概要 
(1) 実施日時 

2021年 6月11日（金）13時10分～16時00分（反省会含む） 
 

(2) 対象施設 
① 柏崎刈羽原子力発電所 
② 本社本部 
③ 新潟本部 
④ 防災センター 

 
(3) 参加人数 

・柏崎刈羽原子力発電所  ： 87名 
・本社本部        ：165名 
・新潟本部        ： 6名 
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・防災センター      ： 13名 
 
(4) 防災訓練のために設定した前提条件 

① シナリオは全訓練プレーヤーに対し非提示型とする。 
（ブラインド訓練：コントローラによる情報付与あり） 

② 新型コロナウイルス感染防止対策中における平日の通常勤務時間帯に原子力災害

が発生し，原災法第10条及び第15条該当事象へと進展する。 
③ 発電所の原子力防災要員は，「第一陣：5号機サービス建屋執務室」，「第二陣：大

湊側高台保管場所執務室」，「第三陣：事務本館」にて勤務中想定とする。原子力

災害対策指針で定める警戒事態該当事象発生後，K5緊対所へ順次参集する。 
④ SPDSについては，発電所及び本社との情報共有としてSPDS 訓練モードを使用し，

本社及びERCとの情報共有としてERSS訓練モードを使用する。（SPDS は運転号

機のみ） 
⑤  1~6号機については停止中（旧基準適用プラント想定）。7号機については運転中

（新規制基準適用プラント想定）とする。 
 

(5) 防災訓練のために想定した原子力災害の概要 
定格熱出力運転中の柏崎刈羽原子力発電所7号機において，自然災害（地震）を起因

とした残留熱除去機能の喪失，原子炉冷却材漏えい発生及び原子炉注水機能の喪失によ

り，原災法第10条該当事象及び第15条該当事象に至った後に炉心損傷する原子力災害

を想定する。また，定期事業者検査中の柏崎刈羽原子力発電所6号機において，自然災

害（地震）を起因としたSFPの冷却機能喪失により，原災法第10条該当事象及び第15
条該当事象に至る原子力災害を想定する。 

 
3. 防災訓練の体制 

(1) 訓練実施体制 
① 原子力規制庁緊急時対応センター 
② 柏崎刈羽原子力発電所 
③ 本社本部 
④ 新潟本部 
⑤ 防災センター 
 

(2) 評価体制 
 発電所及び本社に複数の社内評価者を配置し，評価シートを用いて評価を実施した。 
また，本社においては社内評価者に加え，外部評価者による評価を実施した。 
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4. 防災訓練の項目 
要素訓練（ERCとの連携訓練） 

 
5. 防災訓練の内容 

(1) 本部運営訓練【発電所，本社】 
(2) ERCプラント班との連携訓練【本社】 
(3) 通報訓練【発電所】 

 
6. 各訓練項目の結果及び評価 

(1) 本部運営訓練：【発電所，本社】 
発電所及び本社は，見直した COP に適切な情報を入力することで発電所の現在の

状況，進展予測，復旧戦略，戦術の進捗状況を官庁連絡班へ提供できることを以下の

検証結果と評価により確認した。【検証項目 1．(3) a.】 

 
［検証結果と評価］ 

a. 発電所号機班は，RPV 冷却戦術，PCV 徐熱戦術，PCV 冷却戦術などの復旧戦術

を 3 の矢まで立案し，発電所の体制確立以降は「設備状況シート」に入力した。

また，DB 設備の使用可否，復旧見込み，ならびに現場の状況が確認できている

ものは，その状況を「設備状況シート」に入力した。発電所計画班は，今後の進

展予測結果について「重大な局面シート」に入力した。これら入力情報は，サイ

ト目標設定会議 COP，プラント系統概要 COP に自動反映された。 
＜評価＞ 
発電所号機班は，見直しを実施した COP 作成ルールに則り，復旧戦術を立案

し，立案した復旧戦術と DB 設備の状況について「設備状況シート」に入力し

た。発電所計画班は，今後の進展予測結果について「重大な局面シート」に入力

した。これら入力情報は，サイト目標設定会議 COP，プラント系統概要 COP に

自動反映され，各 COP 間で齟齬なく発電所本部及び本社本部に情報共有するこ

とができたため，対応に問題はなかったと評価する。（別紙 1 9. ① 対策 b-1，
b-2 の確認） 

b. 本社情報班及び計画班は，発電所の体制が確立するまでの間，発電所の発話及び

SPDS の各パラメータ，また必要により発電所の号機班の発話内容の基となるメ

モを確認することで必要な情報を取得し，発電所に代わり設備状況シート，重大

な局面シートを作成した。また，情報班は，新たに作成した戦術選択用の簡易ツ

ールを使用し，3 の矢までの戦術を選択し COP へ入力した。 
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＜評価＞ 
本社情報班及び計画班は，見直しを実施した COP 作成ルールに則り，発電所の

体制が確立するまでの間，設備状況シート及び重大な局面シートを作成し，発電

所の設備状況，復旧戦術を官庁連絡班に情報提供することができた。また，情報

班は，戦術選択用の簡易ツールを使用し，3 の矢までの戦術を速やかに選択でき

たため，対応に問題はなかったと評価する。（別紙 1 9. ① 対策 b-1，b-2，d-
1，d-2 の確認） 

(2) ERCプラント班との情報連携訓練：【本社】 
本社は，見直しを実施した COP を用いて ERC プラント班に「プラントの状況（現

状）」，「進展予測，復旧戦術」及び「戦術の進捗状況」を簡潔に説明できることを

以下の検証結果と評価により確認した。【検証項目 1．(3) b】 

 

［検証結果と評価］ 
a. スピーカは「プラントの状況（現状）」「進展予測，復旧戦術」「戦術の進捗状

況」について，見直した 3 種類の COP（プラント系統概要 COP：「プラントの

状況（現状）」，重大な局面シート：「進展予測，復旧戦術」，「設備状況シー

ト：戦術の進捗状況」）を使用し説明した。また，パッケージ説明の配布資料

は，補足資料の添付をなくし 3 種類の COP のみとし，説明に使用する資料番号

を発話した後説明を開始した。 
＜評価＞ 
スピーカは見直した COP の活用方法に則り，3 種類の COP（プラント系統概要

COP，重大な局面シート，設備状況シート）を説明する内容ごとに使い分け説明

できた。また，パッケージ説明の配布資料を 3 種類の COP のみとしたこと及

び，パッケージ資料にページ番号を記載したことにより，ERC プラント班との資

料確認がスムーズとなったため，対応に問題はなかったと評価する。（別紙 1 9. 
① 対策 a-1，a-2，c-1，c-2，e の確認） 

b. スピーカは，前回説明時から変更のある内容及びプラント全体を俯瞰して注力す

べき点を中心に説明した。 
＜評価＞ 
スピーカは，個別訓練での改善点を基に，ポイントを押さえた簡潔な説明が実施

できたため，対応に問題はなかったと評価する。（別紙 1 9. ② 対策 b の確

認） 
c. 官庁連絡班パラメータ監視役は，SPDS の重要パラメータ変化を確認した際，そ

の旨を発話しスピーカを含む班内全体へ共有した。また，パラメータ監視役を専

任化したことで，重要パラメータ変化について漏れなく共有された。 
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＜評価＞ 
パラメータ変化時の共有方法及び官庁連絡班内の役割分担を見直したことによ

り，重要なパラメータ変化が，速やかに漏れなくスピーカを含む班内全体へ共有

できた。以上のことから，スピーカが ERC プラント班へパラメータ変化につい

て速やかに説明できたため，対応に問題はなかったと評価する。（別紙 1 9. ② 
対策 a-1，a-2 の確認） 

d. スピーカは，炉心損傷を検知するパラメータである RPV 内の放射線量の急上昇

について，備え付け資料を使用し ERC プラント班へ説明を実施した。また，ス

ピーカ補助役の計画班メンバーは，炉心損傷に関連した格納容器内の水素濃度上

昇時や D/W の温度上昇時に，発生理由及び今後の対応等のより専門的な説明

を，ERC プラント班に対して行った。 
＜評価＞ 
スピーカは，勉強会を実施し習熟を図ったことにより，炉心損傷後のプラント挙

動について ERC プラント班へ説明を実施できた。また，スピーカ補助役の計画

班メンバーは，スピーカのサポート体制強化の運用に則り，専門的知識が必要な

事象が発生した際に，スピーカに代わり ERC プラント班へ説明を実施できたた

め，対応に問題はなかったと評価する。（別紙 1 9. ② 対策 d-1，d-2 の確認） 
e. 副本部長は，10 条確認会議，15 条認定会議の中で，今後の進展予測について具

体的な時間を含め説明を実施した。また，最悪の条件になった場合を想定した進

展予測（最悪なシナリオ）についても説明を実施した。 
＜評価＞ 
副本部長は，10 条確認会議，15 条認定会議の中で，見直した「基本応答集」に

則り，今後の進展予測について，最悪の条件になった場合を想定した進展予測

（最悪なシナリオ）についても説明できたため，対応に問題はなかったと評価す

る。（別紙 1 9. ③ 対策 a の確認） 
 

(3) 通報訓練：通報班 
発電所は，25条報告を様式に従った適切な内容で通報連絡できることを以下の検

証結果と評価により確認した。【検証項目1．(3) c】 

 

［検証結果と評価］ 
a．通報班は，25 条報告を計 3 件（訂正報除く）行い，下記に示すとおり 25 条報告様

式に従った内容を記載した。 
・「発生事象と対応の概要」において，25 条報告様式（注 2）に従い，設備機器

の状況，故障機器の応急復旧，拡大防止措置等の時刻，場所，内容について発

生時刻順に記載した。また，「発生事象と対応の概要」以外の報告内容につい
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ても，様式に従った適切な内容を記載した。 
・「発生事象と対応の概要」において，特定事象発生プラント（7 号機）の情報

とその他のプラント情報を明確に分けて記載した。また，情報の受け手がわか

りやすいよう，同じ号機であっても，発生した特定事象についての状況，今後

の進展を踏まえたプラントの状況，応急復旧の状況を区別して記載した。 
＜評価＞ 
通報班は，いずれの 25 条報告においても，様式に従った内容でかつ，「発生事

象と対応の概要」において，特定事象発生プラントの情報とその他のプラント情

報を明確に分けた記載内容で通報連絡できており，対応に問題なかったと評価す

る。なお，第 6 報（25 条報告）において，誤記が 2 点確認されたため，第 9 報

と第 15 報で訂正報を発出した。 
今後においては，改善を図った事項について，通報班の他要員に対して教育，訓練

を行うことで水平展開を図るとともに，情報の受け手がわかりやすいよう使用す

る語句の統一化を検討し，丁寧な記載となるよう改善を行う。また，誤記を起こし

やすい箇所・具体的事案を事例集として纏め，次回訓練に向けて通報班全体へ周

知・教育する。（別紙 1 9. ③ 対策 b-1，b-2-1 の確認） 
 

7. 防災訓練の目的及び達成目標に対する評価 
(1) 達成目標に対する評価 

今回の訓練で設定した「1．(2)達成目標」について，「1．(3)検証項目」により評価を

行った。評価結果として「6. 各訓練項目の結果及び評価」のとおり，ERCプラント班

との情報共有における改善事項が有効に機能し，発電所－本社－ERC間での情報共有

が適切に行われたと評価する。 
 

(2) 訓練目的に対する評価 
「7．(1)達成目標に対する評価」に示すとおり，設定した達成目標を達成できたこと

から，事象進展が早い場合に顕在化した「情報共有の仕組み」と「官庁との連絡体

制」の課題について，改善策が有効に機能し ERC プラント班との情報共有において

必要な情報に不足や遅れが無く，積極的に情報共有が図れたと評価する。 
 

8. 今後の原子力災害対策に向けた改善点 
別紙 1「9.今後の原子力災害対策に向けた改善点」に記載する改善項目のうち，中長期

で実施する項目とした，以下の対策については，今後計画する訓練により継続的な取組

みを実施する。 
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(1) 情報共有の仕組み 
a. 個人の力量によらず，速やかに正確な情報が記載できるよう戦術選択ツール等の

更なる改良を行う。（別紙 1 9. ① 対策 d-3） 
 

(2) 官庁との連絡体制 
a. スピーカの知識向上のため，ERC 備付け資料についての教育を実施し，問題集に

よる理解度確認を行う。（別紙 1 9. ② 対策 c-1） 
b. スピーカ役の計画的育成（必要知識の教育）のためのカリキュラムを作成し展開

する。（別紙 1 9. ② 対策 c-2） 
c. スピーカの可搬型 MP に関する知識向上のため，勉強会を開催し習熟度を向上さ

せる。（別紙 1 9. ② 対策 e-1） 
d. スピーカのサポート体制強化のため，保安班メンバーによるサポート体制を新た

に構築する。（別紙 1 9. ② 対策 e-2） 
 

(3) 第25条報告 
a. 今後の事象進展を考慮し中長期的な展望を踏まえた丁寧な記載とする。加えて，

情報の受け手がわかりやすいよう使用する語句の統一化を行う。（別紙 1 9. ③ 
対策 b-2-2） 

 
  以 上 


